
 

 

○課徴金額の計算式について 

証券取引法第１７５条第１項に基づき、課徴金額は 

（重要事実が公表された翌日の終値）×（買付け株数） 

－（買付け価格）×（買付け株数） 

となる。 

従って、重要事実の公表翌日の１０月７日のフジプレアム㈱の株価の終値は、

４,３４０円であることから、課徴金額は下記の金額となる。 

 

①フジプレアム㈱ 

434 万円（4,340 円×1,000 株）－ 391 万 6,000 円（注） ＝ 42 万 4,000 円 

 

⇒課徴金額は１万円未満を切り捨てるため４２万円 

 

 

（注）買付価額は、            の合計額である。 

 

 

 

②同社役員 

2,647 万 4,000 円（4,340 円×6,100 株） 

－ 2,434 万 3,000 円（注） ＝ 213 万 1,000 円 

 

⇒課徴金額は１万円未満を切り捨てるため２１３万円 

 

 

 

 

（注）買付価額は、                                 の合計額である。 

 

 

 

 

 

 

 

3,850 円 ×  200 株 

3,880 円 ×  300 株 

3,890 円 ×  600 株 

3,920 円 ×  100 株 

3,930 円 ×  100 株 

3,940 円 ×  400 株 

3,950 円 × 1,100 株 

3,960 円 ×  300 株 

3,970 円 ×  100 株 

4,000 円 ×  300 株

4,010 円 ×  100 株

4,040 円 ×  300 株

4,050 円 ×  400 株

4,070 円 ×  100 株

4,080 円 × 1,000 株

4,090 円 ×  600 株

4,100 円 ×  100 株

（別紙） 

3,890 円 × 100 株 

3,900 円 × 500 株 

3,920 円 × 100 株 

3,950 円 × 300 株 




